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第8回 キリスト者の私が平和憲法にこだわる理由(わけ)



日本国憲法前文から

「日本国民は（We, the Japanese people）、正当に選挙された

国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のた

めに、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由

のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が

起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存

することを宣言し、この憲法を確定する。」

1946公布、1947施行



私は市街示威行進を終えた後、貞洞の聖堂に帰り、30余名の寄宿舎生を集

めて大韓独立のために祈りを捧げ、その礼拝を導いた。……再び3月5日に

は……また独立万歳を叫びながら市街示威行進を継続した。この日私は日

本の警察に連行され、本町警察署に拘禁された。数日後そこから西大門刑

務所に送られて、6か月間は予審の下に置かれ、後に判決を受けて6か月の

懲役宣告を受けた。

日韓聖公会交流の中で知らされたこと

洪曼姫アガタさん（元 大韓聖公会全国オモニ連合会会長）の証言

「父 洪淳福（ホン・スンボク）ヨハネは１９１９年ソウル京城高等普通学校

（現在の京畿高等学校）3年生でした。その時父は聖公会ソウル大聖堂に通う学

生であり、聖公会の構内にある聖母館寄宿舎の寮生でした。父は起訴期間であ

る６か月を合わせ１年間の獄中生活の苦しみを経験することになったのです。

父は当時のことを次のように記述しています。」

1910 韓国併合
1919 3.1 独立運動
1945 日本敗戦、朝鮮（韓国）解放



戦争の惨禍・加害の事実

一つの例「間島出兵・虐殺事件」1920

独立運動に対する報復。

日本軍2万による村落焼き打ち攻撃。

死者3000余、焼失家屋2500余、

焼却学校約30、焼却教会10、強姦76

（朴殷植『韓国独立運動の血史』

1920.10.5～11.23における被害状況）



S.H.マーチン宣教師（龍井村 カナダ長老派宣教団所属 済昌病院

長）は、獐巌洞での事件について次のように報告（1920.11.31）

「明け方、武装した日本歩兵の一隊はキリスト教の

村を包囲し、麦藁を高く積んだものに放火。村民一

同に屋外に出るように命じた。村民が出て来るや、

父と言わず子と言わず目に触れるごとにこれを射撃

し、半死状態で倒れたところに乾草類を覆い被せ、

たちまち識別できないほどに焼いた。この間母も妻

もまた子女も、村内成年男子全部の処刑を強制的に

目撃させられた。」

獐厳洞惨案遺址
노루바위골

現在、中国・延辺朝鮮族自治州龍井
市東盛湧郷東明村



朝鮮イエス教長老会総会第10回会録
（1921.9）

咸北老会報告「特別事件」の中に

「昨年の討伐当時、間島区域内の信徒の

殺害された者、礼拝堂、小、中学校教室

および信徒の家屋が焼かれたことは、い

ちいち記録することが困難である。」



日本聖公会の戦争・植民地支配協力

（1）支那事変特別祈願式 1937 （日中戦争）

国民精神総動員日本聖公会中央委員会にて作成

全国の教会に配布

（嘆願）

願くは陸海軍の帷幄（いあく）に参与する者を導き、その善き目

的を遂げさせ給はんことを

願くは陸海軍の将校・兵士をつよめ、義勇奉公の任務を全うせし

め給はんことを

 「『国民精神総動員』ノ趣旨併セテ非常時信徒ノ本分ニツキ説

教ヲナス 」



（2）紀元節大礼拝 1939.2.11

紀元節祈祷



（3）戦時下聖公会家庭朝夕の禱

教会の戦争協力

・国家から強制された面
・みずから進んで行った面

両方がある。

「 クリスチャンこそは唯一無二の忠

良なる帝国臣民であって、またキリ

ストに依らねば優良なる帝国臣民と

なり得ないと云ふ確信に燃えなけれ

ばならぬ」広岡蘆風氏

    基督教週報19391.13「年頭の辞」 



戦争責任の告白へとわたしを促した聖書の言葉

1 詩編

御手は昼も夜もわたしの上に重く

わたしの力は／夏の日照りにあって衰え果てました。

わたしは言いました／「主にわたしの背きを告白しよう」と。 32:4-5 

2 エゼキエル書

左脇を下にして横たわり、イスラエルの家の罪を負いなさい。 4:4-5

わたしは彼らに一つの心を与え、彼らの中に新しい霊を授ける。 11:19

その所で、お前たちは自分の歩んだ道、自分を汚したすべての行いを思い

起こし、自分の行ったあらゆる悪のゆえに自分を嫌悪するようになる。……

わたしが働きかけるとき、イスラエルの家よ、お前たちはわたしが主である

ことを知るようになる。 20:43

3 バルク書

回心して、今度は十倍の熱心さで神を求めなさい。 4:28

「罪責の告白とは、キリスト

が教会の中に突入してこられ

ることである」

D. ボンヘッファー

子どもたちに「信頼できる教

会」を（過ちをざんげし、悔

い改めた教会を）残したい。



1983 日本聖公会総会 祈祷書における「天皇のための祈り」等を削除する議案 否決

1984 第1回日韓聖公会宣教セミナー（ソウル）

1985 日韓協働委員会発足 第2回日韓宣教セミナー（大阪）

1986 日本聖公会総会「天皇のための祈り」等を削除する議案 可決

1988 冊子『天皇の代替りにそなえて』発行（1989 天皇代替わり）

1993 第3回社会正義に関わる委員会合同協議会

冊子『主よ、御もとに立ち帰らせてください Ⅰ（私たちの歴史と福音理解）』発行

1994 第4回社会正義に関わる委員会合同協議会

冊子『主よ、御もとに立ち帰らせてください Ⅱ（罪責問題を中心に）』発行

1995 ‘95日本聖公会宣教協議会

1996 日本聖公会第49（定期）総会「日本聖公会の戦争責任に関する宣言」決議

戦争責任の宣言までの流れ



1984 第1回日韓聖公会
宣教セミナー

1995 日本聖公会宣教協議会

1996 日本聖公会総会
「戦争責任に関する宣言」

〇これに至るまでに
10数年の取り組み









日本国憲法前文

「日本国民は……政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ること

のないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存すること

を宣言し、この憲法を確定する。」

・教会の信仰が歪められ、戦争のために祈る教会になったことも

「戦争の惨禍」（いたましいわざわい）

・教会の戦争協力を反省し悔い改めの道を歩み、

憲法前文に込められた決意を新たにし、

政府の進める大規模軍備拡張に反対し、

軍事力によらない平和の実現を追求しよう。
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